
 

    オンデマンドバス「のるーと」 
道路使用許可には事前協議が必要です！ 

【問合せ先】 

塩尻市建設事業部都市計画課 ☎0263ー52ー0689（直通） 

注 意 

Q.地域振興バス「すてっぷくん」とオンデマンドバス「のるーと塩尻」

は同じバス停なの？ 

A.地域振興バス「すてっぷくん」とオンデマンドバス「のるーと塩尻」は一部重複

した乗降場所を設けておりますが、すべて同じではありません。 

地域振興バス「すてっぷくん」とは異なり、オンデマンドバス「のるーと塩尻」は

【×決まった時間・ルート】ではなく、【◎乗車予約】に応じて【◎ＡＩが判断し

た最適なルート】を走行します。 

そのため、今後は地域振興バス「すてっぷくん」のみならずオンデマンドバス「の

るーと塩尻」についても、乗降場所付近の道路使用許可をお手続きされる場

合は必ず【３０日以上前】には下部問合せ先へご一報ください。協議が整わ

ない場合、道路使用許可を承認しかねることがあります。 

※ 利用者や運行事業者と対応を調整する必要があるため。 

こ の 乗 降 場 所 が 目 印 で す ！ 


